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家庭訪問型相談支援事業について



 



子ども・若者への総合支援 

 

 ナゴヤ型若者の就労支援  

社会生活を営む上で困難を有する若者に対して、相談から自立準備や就職準備、さらに

就職や職場定着などといった各段階において必要とされる様々な支援を、子ども・若者総

合相談センターを中心として、若者一人ひとりに寄り添いながら、総合的・包括的な一貫

した支援を実施する。 
 
 
１ 子ども・若者総合相談センター 

困難を有する子ども・若者への支援の中核的な機関として、子ども・若者がまず駆

け込むことができ、あらゆる相談に応じて関係機関の紹介その他必要な情報の提供及

び助言を行うとともに、その子ども・若者が自立等に向かうことができるよう総合相

談機関として寄り添った伴走型支援を行う。 

また、子ども・若者が気軽に相談することができるよう、ブランチ窓口を設置し、

オープン型スペースにおける相談やＳＮＳを活用した相談を実施する。 

また、令和６年度より虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのア

ウトリーチ支援を実施している。 

 

相談実績 

   4 年度 5 年度 6 年度 7 年度※ 

相談実人数 1,001 人 1,028 人 988 人 945 人 

面接相談延件数 7,066 件 7,058 件 6,339 件 6,445 件 

LINE 相談実人数 737 人 727 人 678 人 611 人 

LINE 相談延件数 2,671 件 3,002 件 3,050 件 2,556 件 

※ 7 年度は速報値 

  

 

２ 若者自立支援ステップアップ事業 

ニート・ひきこもり等自立に向けて困難を抱える若者を対象に、電話相談やカウン

セリングをはじめ、市内２カ所において居場所の提供及び居場所を拠点とした各種支

援プログラム（料理・工作・音楽など）やセミナーなど、一人ひとりの状況に応じた

支援プランに沿って若者の自立支援を行う。また、親をはじめとした家族等に対して

ライフプラン作成やセミナー開催等を行う親支援サービスを実施する。 

 

実績 

   4 年度 5 年度 6 年度 7 年度※ 

利用者実数 189 人 174 人 158 人 212 人 

居場所提供延数 3,461 人 3,382 人 3,069 人 2,923 人 

※ 7年度は速報値 
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 ３ 若者自立支援ジャンプアップ事業 

厚生労働省事業であるなごや地域若者サポートステーションの受託事業者に市が別

途委託し、企業における社会体験の機会の提供や就職に必要な技能向上のためのセミ

ナー開催等により、就労意欲を取り戻した若者の就職準備に向けた支援を行う。ま

た、令和２年度からなごや地域若者サポートステーションが年齢を４９歳まで拡大し

たことにあわせて、就職氷河期世代への支援も実施する。 

 

実績 

   4 年度 5 年度 6 年度 7 年度※ 

利用者数 174 人 161 人 134 人 115 人 

進路決定者数 45 人 42 人 33 人 50 人 

※ 7年度は速報値  

 
 
 ４ 若者・企業リンクサポート事業 

就労を希望しながらも、本人の特性に起因する「働きづらさ」により、就職には至

らない又は離職を繰り返す若者について、その若者の特性や能力に応じた働き方がで

きるよう、若者を支援するとともに、企業に対しても、気になる若手社員への対応や

若者の短期離職、人材不足などの悩みに対する相談に応じるなど若者と企業の両方を

サポートする職業紹介から職場定着支援を含めた就労支援を行う。 

また、令和４年度より、企業との連携を強化するため、企業専門コーディネーター

の配置を行うとともに、相談件数の増加に対応するため、就労支援員を増員し体制を

強化した。 

 

実績 

   4 年度 5 年度 6 年度 7 年度※ 

相談実人数 294 人 346 人 329 人 298 人 

就労者数 65 人 98 人 82 人 63 人 

※ 7 年度は速報値  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（子ども青少年局青少年家庭課） 
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名古屋市の子ども・若者自立支援施策（ナゴヤ型若者の就労支援）

社
会
的
自
立
に
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者

若者自立支援

ステップアップ事業

厚生労働省事業

・ハローワーク

ナゴヤ型

若者の就労支援

親支援サービスブランチ窓口

○ 社会的自立に困難を有する若者ひとりひとりに対して相談から自立まで総合的・包括的に一貫した支援を行う。

○ 子ども・若者総合相談センターを専任の担当者が最後まで支援する伴走型支援体制とするとともに、ＳＮＳ相談やCafé型窓口の設置により支援の入口を広げる。

○ 親のライフプランを設計するサービスや特性のある若者が能力を発揮できる環境づくりに向けた支援（仕事を人に合わせる支援）を実施し支援の出口を強化する。

若者自立支援

ジャンプアップ事業

SNS相談

職場定着就職活動企業インターン就職準備相談

就
労
等
の
社
会
的
自
立
へ

支援の流れ

若者・企業リンクサポート事業

居場所の提供 社会体験機会の提供

サポステとの連携

総合相談窓口 概ね３年間の職場定着支援

経済団体との連携、支援
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家庭訪問型相談支援事業 
 

１ 趣旨 

  不登校、成績などさまざまな悩みを抱えており、特に、家庭に赴いて、直接的な信頼関

係の構築が必要な対象者に対して、対象者の特性やニーズに応じた支援員が、原則週１回

という高頻度の訪問による相談支援を行うことにより、信頼関係を構築し、指導的立場と

してではなく対象者にとってのよき理解者として関わり、対象者の孤立化を防ぎ、悩みや

不安を軽減し、対象者が本来持つ生きる力の回復の支えとなるとともに、援助希求能力又

は将来への意欲の向上を図る。 

 

２ 沿革 

平成30年８月 モデル事業開始 

令和元年７月 ２事業者体制開始 

令和３年９月 本格実施開始 

  

 

３ 事業概要 

 (1) 対象者 

   市内在住の不登校、成績などさまざまな悩みを抱える子ども（小学生から高校生世代）

とその保護者 

 (2) 支援依頼の受付 

   区・支所、子ども応援委員会、児童相談所、子ども・若者総合相談センターなど子ど

もと保護者に関わるさまざまな関係機関等から、家庭訪問による支援が有効と思われる

対象者について訪問支援等の利用依頼を受け、支援を実施する。 

 (3) 支援内容 

  ア 訪問支援（週１回２時間を限度） 

    対象者の自宅等を訪問して、子どもの興味関心のあることを通じて関わり、信頼関

係を構築しながら不安や悩み等を傾聴するほか、家庭内で困難を抱えている状況を把

握しながら、個別的な相談支援を実施する。 

  イ 同行支援 

    訪問支援を通じ、援助希求能力又は将来への意欲が高まった対象者などについて、

次なる関係機関等へつなぐことが効果的で、本人も希望している場合、関係機関との

事前調整の上、同行支援を実施する。 

 (4) 利用時間 

   原則として、午前９時から午後９時までの間 

   土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は除く 
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 (5) 支援の終結 

   必ずしも対象者の抱える表層的な課題や困難性の解決を目的としているわけではな

く、対象者との信頼関係の構築を基幹としながら、望ましい社会的資源へ接続すること

などによって、具体的かつ安定的に対象者自らが将来に向かって意欲的に取り組めるに

至った段階において、支援を終結する。 

 (6) 実施事業者 

   (一社)愛知ＰＦＳ協会＜担当区域：東・北・西・中村・中・熱田・中川・港区＞ 

   (株)トライグループ＜担当区域：千種・昭和・瑞穂・南・守山・緑・名東・天白区＞ 

 

４ 実績  ※前年度以前に受付し、継続している件数を含む 

 (1) 対象児童（学齢別） 

年度 区分 小学生 中学生 高校生世代等 計 

R3 
受付件数(件) 274 317 159 750 

割合(％) 36.5 42.3 21.2 100.0 

R4 
受付件数(件) 258 291 171 720 

割合(％) 35.8 40.4 23.8 100.0 

R5 
受付件数(件) 269 307 190 766 

割合(％) 35.1 40.1 24.8 100.0 

R6 
受付件数(件) 282 307 186 775 

割合(％) 36.4 39.6 24.0 100.0 

R7 
受付件数(件) 287 294 181 762 

割合(％) 37.7 38.6 23.7 100.0 
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(2) 対象児童（主訴別） 

年

度 
区分 

不
登
校 

学
業
の
悩
み 

親
子
関
係 

発
達
障
害 

養
育
環
境 

人
間
関
係 

ひ
き
こ
も
り 

非
行 

そ
の
他 

計 

R3 
受付件数(件) 354 109 69 68 51 27 22 12 38 750 

割合(％) 47.2 14.5 9.2 9.1 6.8 3.6 2.9 1.6 5.1 100.0 

R4 
受付件数(件) 389 65 61 68 56 23 16 12 30 720 

割合(％) 54.0 9.0 8.5 9.4 7.8 3.2 2.2 1.7 4.2 100.0 

R5 
受付件数(件) 428 49 69 72 65 22 16 12 33 766 

割合(％) 55.9 6.4 9.0 9.4 8.5 2.9 2.1 1.5 4.3 100.0 

R6 
受付件数(件) 417 42 75 73 76 20 12 15 45 775 

割合(％) 53.8 5.4 9.7 9.4 9.8 2.6 1.6 1.9 5.8 100.0 

R7 
受付件数(件) 390 39 99 63 79 20 7 16 49 762 

割合(％) 51.2 5.1 13.0 8.3 10.4 2.6 0.9 2.1 6.4 100.0 

   ※その他は、家族関係、精神疾患等 

 

 (3) 依頼元機関別 受付件数 

年度 区分 

子ども

応援 

委員会 

区・ 

支所 

児童 

相談所 

子ども・

若者総合

相談 

センター 

その他 計 

R3 
受付件数(件) 275 225 162 56 32 750 

割合(％) 36.6 30.0 21.6 7.5 4.3 100.0 

R4 
受付件数(件) 278 197 154 50 41 720 

割合(％) 38.6 27.4 21.4 6.9 5.7 100.0 

R5 
受付件数(件) 319 200 156 54 37 766 

割合(％) 41.7 26.1 20.4 7.0 4.8 100.0 

R6 
受付件数(件) 314 203 164 47 47 775 

割合(％) 40.5 26.2 21.1 6.1 6.1 100.0 

R7 
受付件数(件) 295 197 183 41 46 762 

割合(％) 38.7 25.9 24.0 5.4 6.0 100.0 

   ※その他は、若者自立支援ステップアップ事業者等 

 

(4) 支援回数 

 区分 R3 R4 R5 R6 R7 

訪問支援 20,563 19,692 20,707 22,213 21,925 

同行支援 50 98 42 33 42 
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なごや子ども応援委員会について 

 

趣  旨 

さまざまな悩みや心配を抱える子どもや親を総合的に支援し、子どもの目前の進

路にとどまらず将来の針路を応援するため、市内を 17 ブロック（中学校ブロック

16，高等学校・特別支援学校ブロック 1）に分け、なごや子ども応援委員会を運営

する。 

常勤の総合援助職、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、会計

年度任用職員のスクールセクレタリー、スクールポリス、スクールカウンセラーを

配置する。 

 

（参考）令和７年度（R8.1 末）なごや子ども応援委員会相談等対応の状況について 

(１) 相談等対応件数(延べ数) 

   

 

                     

 

（6 年度（年間）：43,221 件） 

 

(２) 相談等対応の対象児童・生徒数（実数） 

対象学年 小学生 中学１年 中学２年 中学３年 
高校生・ 

その他 
合計 

人数（人） 1,224 1,755 1,555 1,278 143 5,955 

（6 年度（年間）：6,645 人） 

(３)  内容別 対応件数（延べ数） 

内容 不登校 
いじめ 
問題 

暴力 
行為 

児童 
虐待 

友人 
関係 

貧困の
問題 

ヤング 
ケアラー 

件数 9,822 902 156 1,315 2,877 98 199 
        

内容 
非行・ 
不良行為 

家庭 
環境 

教職員と
の関係 

心身の
健康・
保健 

学業・ 
進路 

発達 
障害等 

その他 

件数 340 5,109 204 7,555 1,211 3,539 1,338 

 

年 度 7 年度（令和 8年 1月現在） 

件数（件） 34,665 

資料１－３ 
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仕事・暮らし自立サポートセンターについて 

 

１ 趣 旨 

生活困窮者自立支援法に基づき、相談（「自立相談支援」）と支援（「住居確保給付金」

「就労準備支援」「家計改善支援」等）を一体的に実施する拠点として、「仕事・暮らし自

立サポートセンター」を市内３か所（名駅・金山・大曽根）に設置し委託実施。 

  

２ 実施内容 

名 称 住所・電話番号等 開設時間 

名古屋市 

仕事・暮らし自立 

サポートセンター 

名 駅 

住 所 
中村区名駅南一丁目 5 番 17 号 

ネットプラザ柳橋ビル 3 階 

月～金 第 2、3 土曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

９：００～１７：００ 

（火は２０：００まで） 

電 話 

ＦＡＸ 

０５２－４４６－７３３３ 

０５２－４４６－７５５５ 

名古屋市 

仕事・暮らし自立 

サポートセンター 

金 山 

住 所 
熱田区新尾頭二丁目 2 番 7 号  

富春ビル 4 階 

月～金 第 4 土曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

９：００～１７：００ 

（金は２０：００まで） 

電 話 

ＦＡＸ 

０５２－６８４－８１３１ 

０５２－６８４－８１３２ 

名古屋市 

仕事・暮らし自立 

サポートセンター 
大曽根 

住 所 
北区大曽根四丁目 17 番 23 号 

イトーピア大曽根１階 

月～金 第 1、5 土曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

９：００～１７：００ 

（木は２０：００まで） 

電 話 

ＦＡＸ 

０５２－５０８－９６１１ 

０５２－５０８－９６１２ 

 

３ 相談支援実績 

（１）相談受付状況等    （単位：件）   （２）相談者の来所経路 

    

※1 本人特定…氏名・連絡先等の判明したもの。 

※2 相談段階等で就労に結びついたものを含む。 

関係機関

56%

本人直接

42%

家族・知人

2%
新規相談受付件数（本人未特定含む） 3,355 

新規相談受付件数（※1本人特定のみ） 2,649 

スクリーニング実施件数 2,649 

 相談・情報提供のみ 1,172 

他制度・他の機関へつなぎ 298 

支援継続（プラン作成なしを含む） 1,169 

中断 10 

就労者数※2 158 

健康福祉局 

(R7.4.1～R7.12.31) 

約 5 割が関係機関からの紹介等によ

り相談につながっている 
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（３）相談者の性別

n=3,355

（４）相談者の年代

（５）課題・背景要因（アセスメント結果）

男
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138
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籍

刑
余
者

家
族
関
係
の
問
題

介
護
子
育
て

生
活
習
慣
の
乱
れ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
困
難

本
人
能
力
課
題

被
災
そ
の
他

20～30代が32.4％、40～50代が34.0％（不明除く）

相談者の性別は

男性約5割、女性約4割

1件当たりの重複課題数は

約3.5項目

32.4％
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重層的支援体制整備事業について 

 

１ 概要 

  既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、介護、障害、子ども、生活困窮

といった分野別の支援体制では対応しきれないような「地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するため、属性を問わない相談支援、社会

参加に向けた支援及び地域づくり支援を実施するもの。 

  本市では、区ごとに民間法人への委託により包括的相談支援チーム（社会福祉士等の専

門職６名で構成）を段階的に設置し、令和 6年度からは全区で事業を実施している。 

包括的相談支援チームは、複合的な課題を抱える世帯等への多機関協働による支援やア

ウトリーチ等を通じた継続的な支援、社会参加に向けた支援及び地域づくりを一体的に実

施する。 

 

２ 包括的相談支援チームの令和 7年度対応実績（令和 7年 12 月末時点） 

 

 ◆ケース数 

区 分 件数（件） 

新規 325 

前年度からの繰越 609 

終結 156 

 

 ◆支援対象者等が抱える生活課題 ◆年代 

区 分 件 数（件）  区 分 件 数（件） 

障害（疑いを含む）等 491  ～10 代 99 

ひきこもり状態等 437  20 代 63 

病気・けが 417  30 代 89 

経済的困窮 364  40 代 127 

家族関係・家族の問題 358  50 代 210 

家計管理等に課題 330  60 代 152 

対人関係が苦手 205  70 代 87 

就職活動や定着の困難 177  80 代 46 

子育てに関する課題 164  90 代 8 

介護に関する課題 120  不明 53 

住居を失う恐れ 92  計 934 

ＤＶ・虐待 78    

その他 132  

計 3,365  

  ※複数の区分に該当する場合、それぞれに計上 

 

健康福祉局 
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 ◆相談経路      

区 分 件 数（件） 

いきいき支援センター 193 

区社会福祉協議会 178 

福祉事業者 127 

地域住民 58 

子ども応援委員会 52 

区役所民生子ども課 46 

障害者基幹相談支援センター 45 

仕事・暮らし自立サポートセンター 40 

 保健センター 32 

区役所福祉課 30 

医療機関 28 

他区包括的相談支援チーム 15 

住宅管理会社等 11 

子ども・若者総合相談センター  10 

ひきこもり地域支援センター 8 

環境局 8 

その他 53 

計 934 
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３ 支援事例 

事例①『中学校時代不登校であった中卒の子への社会参加に向けた支援』 

中学 2年から不登校でひきこもり状態。気力がなく、やりたいことも見いだせず、高校

に進学しないことを選択したため、中学校卒業前に学校と子ども応援委員会から包括的相

談支援チームに支援の依頼が入る。 

知能検査や病院受診を本人が望まないことから、包括的相談支援チームが自宅を訪問

し、インフォーマルな地域資源との活動の提案を検討していたところ、地域の方から「畑

で収穫できるものを寄付したい」という相談が入り、地域の方の畑での収穫体験と調理実

習を実施。この経験をきっかけに、本人がチーム職員と一緒に外出し、活動に参加・体験

することに前向きになる。 

その後、本人の就労意欲がわき、子ども・若者総合相談センターにつながり、包括的相

談支援チームが準備する社会参加の準備の場（ひよしテラス）で定期的な面談を実施して

いく中で、区役所が主催するワークショップでつながった地元の中小企業を紹介したとこ

ろ、当該企業での実際の就労体験につながった。 

  

事例②『精神疾患のある母とヤングケアラー状態の高校生の子への支援』 

 精神疾患のある 50 代の母と高校生の 2 人世帯。子が母の食事を含め全ての家事を担っ

ている状態。母の精神的不安による子への心理的虐待が疑われ、子は心が休まる場所がな

くヤングケアラー状態。その他、経済的困窮、相続問題等、様々な生活課題があり、区役

所より包括的相談支援チームに相談が入る。 

区役所の民生子ども課と役割分担し、母への対応を包括的相談支援チームが担うことと

なり支援を開始。母と定期的に面談を続け、精神的なサポートを行いながら世帯の状況を

継続的に把握。 

 その後、子との面談から、母の精神的不安による子への心理的虐待が疑われる状況が伺

われるも、子は 18 歳を迎えていたため児童虐待では対応できず、女性施策の活用により

避難等の対応を検討するが、「しばらく様子をみたい」との子の意向で見守り対応となる。 

民生子ども課とともに、心配事があればすぐに相談をできる体制を構築し、現在も支援

を継続している。 
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子ども・若者を対象とした主な自殺対策について 

１ 概要 

本市における子ども・若者の自殺の問題は依然深刻な状況にあり、「いのちの支援なご

やプラン（第 2次）」（計画期間：令和 5～9年度）に基づき、子ども・若者を対象とした

自殺対策事業を、各関係機関等と連携しながら実施するもの。 

【子ども・若者の自殺の状況】 

区分 
死因（令和 6年名古屋市人口動態調査） 

第 1位 第 2位 第 3位 

10～19 歳 自殺 心疾患 
（第 2位と同順位） 

不慮の事故 
20～29 歳 自殺 不慮の事故 悪性新生物 
30～39 歳 自殺 悪性新生物 不慮の事故 
40～49 歳 悪性新生物 自殺 脳血管疾患 
50～59 歳 悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 
60～69 歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 

 

⇒ 10～39 歳の死因第 1位が自殺 

２ 令和 8年度における主な取組み 

○子ども・若者の自殺危機対応チームの運営 

精神保健福祉士・心理士・精神科医等の専門職（子ども・若者の支援ノウハウを有

する法人に委託）が、自殺企図がある児童・生徒等について学校等地域の支援機関か

らの要請に基づき、支援方針の検討・助言等を実施するとともに、そこから得られた

情報や知見について集約・分析し、庁内横断的な自殺防止策の検討に繋げる。 

○こころの健康無料相談 

こころの健康に関する電話・LINE 相談を行うとともに、必要に応じ平日夜間又や土

日に精神科医、産業カウンセラーによる面接相談を実施する。 

○子ども・若者向けの周知啓発 

子どもの自殺が増加する夏休み明け前後に、「スマイル！こころの絆創膏デー」と

して子ども・若者を対象とした各相談窓口の周知等のオンライン企画を展開するほか、

9 月の自殺予防週間及び 3 月の自殺対策強化月間等にあわせて SNS 等を通じて広報を

行う。 

  ○こころの絆創膏セミナー 

地域内の大学関係者等を対象に、大学組織、学生による自殺対策等について情報共

有、意見交換を行うセミナーを開催する。 

○児童・生徒の SOS の出し方に関する教育の推進 

児童・生徒が自分自身の気持ちや友達の SOS に気づき、援助希求行動ができること

を目的とし、市立学校等において活用するための電子版パンフレット「気づいてる？

こころの SOS」及び SOS の受け止め方について大人が理解を深めるための啓発パンフ

レットを作成する。 

健康福祉局 
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